
災害時の在宅医療提供体制強化に向けた都の施策
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東京都 保健医療局  杉下 由行

2026年2月10日 17:00～20:30 
令和7年度東京都災害時在宅医療提供体制強化事業
在宅医療に関わる医療関係者向け災害対応力強化セミナー
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東京都の年齢階級別人口推計
• 65歳以上の高齢者人口は一貫して増加し、2050年には高齢化率が約3割に上昇

• 85歳以上の高齢者人口は2060年の87万人をピークに減少

注：平成12年～平成22年の総数は年齢不詳は含まない
出典：総務省「国勢調査」[平成27年から令和2年まで]、東京都政策企画局による推計[令和7年～令和47年]

都の年齢階級別人口推計 都の高齢者人口の推移
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2040年の医療需要

出典：令和６年８月26日第７回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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首都直下地震の被害想定（都心南部直下地震（M7.3））

出典：首都直下地震等による東京の被害想定報告書（令和4年5月 東京都防災会議）

想定
冬・夕方

（風速8m/s）

死者 6,148人

要
因
別

揺れ等 3,666人

火災 2,482人

負傷者 93,435人
うち重傷者13,829人

要
因
別

揺れ等
83,489人

うち重傷者11,051人

火災
9,947人

うち重傷者2,778人

避難者 約299万人

帰宅困難者 約453万人

＜人的被害の想定＞

• 都内で最大規模の被害が想定される地震で、深度6強以上の範囲は区部の約6割
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災害時における在宅医療提供体制強化の必要性
✓ 在宅医療については患者の居場所が自宅であるという特性があるため、災害・新興感染症等の有事
発生時には平時以上に行政や他の医療・介護事業所と連携して医療提供機能を確保する必要がある。

✓ このため、自機関のBCP（機関型BCP）に加えて、同業・類似事業所間の連携による連携型BCPや

地域全体の医療・ケアの継続と早期復旧を目的とする地域BCPの策定を促進することが求められて
いるが、これらのBCPの策定は十分に進んでない。

✓ 加えて、能登半島地震において、地域医療の確保や医療支援の長期化などの課題が浮き彫りになっ

たことや保健医療計画改定において災害時の連携強化を新たな取組として位置付けたことを踏まえ
ると、都において災害時の在宅医療提供体制を強化していくことが重要である。

策定している

50%

策定していな

い

50%

ある

11%

なし

89%

災害時及び新興感染症対応のBCPマニュアル策定状況（n=18） 自然災害発生時に在宅療養支援診療所が被災した際の事業
継続及び在宅療養患者対応に係る対策(n=182)

出典：災害時や新興感染症拡大時等における在宅医療を提供する医療機関等への支援体制についての調査研究
（令和４年厚労科研事業）
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東京都災害時在宅医療提供体制強化事業

訪問診療を行う医療機関における災害対応力を強化する

とともに、地域ＢＣＰ策定等在宅医療における災害対応

体制の構築に取り組む区市町村を支援することで、災害

発生時における継続した在宅医療提供体制を確保する

1. 訪問診療を行う医療機関等の災害対応力強化
に向けたセミナー開催

※ 機関型BCP：自機関のBCP

連携型BCP：同業・類似事業者間の連携によるBCP

地域BCP ：多職種多機関の連携によるBCP

◆目的 〔事業期間：令和７年度～９年度〕

2. 連携型ＢＣＰ・地域ＢＣＰ策定に向けたモデ
ル事業実施

出典：山岸暁美、池上徹則ら、いのちと暮らしを守るＢＣＰ、inpress
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在宅医療に関わる医療関係者向け災害対応力強化セミナー

◆在宅医療に関わる医療関係者向けセミナーの開催

【対象】訪問診療を行う医療機関の医療関係者
その他在宅医療に関わる医療関係者
各関係団体、自治体 等

【内容】

✓ BCPの基礎知識、機関型BCP策定のプロセス

✓ 過去の災害等における対応事例

✓ 機関型BCPの作成事例
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区市町村モデル事業

◆モデル区市町村における連携型ＢＣＰ・地域ＢＣＰ策定に向け支援

【規模】

２自治体（葛飾区、国分寺市）

【内容】

✓ 連携型ＢＣＰ・地域ＢＣＰ策定に向け
た課題抽出、体制整備

✓ 支援アドバイザーによる伴走支援

✓ モデル事業の内容を踏まえ、地域BCP
等の策定ポイントなどを整理した手順
書策定予定

Ｒ７
• 実態把握、体制整備、課題抽出

Ｒ８

• 業務継続のための戦略検討

• ＢＣＰの策定

Ｒ９

• 机上訓練の実施

• ＢＣＰのブラッシュアップ

手順書を作成・都内に展開
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在宅人工呼吸器使用者療養支援事業

【補助条件】
•災害発生時等において、在宅人工呼吸器使用者が利用するための物品として購入すること。

•物品の必要台数は、人口2.5万人あたり在宅人工呼吸器使用者１人を基準とし、人口規模に

応じて計上する。上記の基準を超えた台数を購入する場合は、区市町村が作成する使用者リ

スト等において、基準以上の台数が必要であることを確認できること。

東京都 区市町村 避難所Ａ

避難所Ｂ

自宅

事業イメージ

1/2補助 無償貸与
又は給付

在宅人工呼吸器使用者の電源確保を目的として自家発電装置等の整備に取り組む区市町村を支

援し、在宅療養における安全・安心を確保する。

【対象品目と基準額】

自家発電装置 21.2万円

吸引器 10.0万円

無停電電源装置 4.1万円

蓄電池 10.4万円



ご清聴
ありがとうございました
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